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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月22日(2021.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザ装置（ＵＥ）と第２のＵＥとの間のボイスオーバインターネットプロトコ
ル（ＶｏＩＰ）セッションのためのネットワークカバレッジを増加させるための方法であ
って、
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間で、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の
前記ＶｏＩＰセッションで使用するためのコーデック構成を交渉することと、
　前記第１のＵＥにおいて、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づい
て、受信される媒体について前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容することができ
る最大エンドツーエンドパケットロスレート（ＰＬＲ）を決定することと、
　前記第１のＵＥにおいて、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおけるそれぞれのア
ップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬＲの分配を決定する
ことと、
　前記第１のＵＥによって、サービング基地局に、前記決定された分配に従って、前記第
１のＵＥから前記第２のＵＥへの方向に送信される媒体についてのアップリンクＰＬＲお
よび前記第２のＵＥから前記第１のＵＥへの方向に送信される媒体についてのダウンリン
クＰＬＲをサポートすることを前記サービング基地局に要求するためのメッセージを送信
することと、
　を備える、方法。
【請求項２】
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　受信される媒体について前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容することができる
前記最大エンドツーエンドＰＬＲを決定することが、
　前記第１のＵＥによって、前記第２のＵＥに、前記交渉されたコーデック構成を考慮し
て受信される媒体について前記第１のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエ
ンドＰＬＲを送信することと、
　前記第１のＵＥにおいて、前記第２のＵＥから、前記交渉されたコーデック構成を考慮
して受信される媒体について前記第２のＵＥが許容することができる前記最大エンドツー
エンドＰＬＲを受信することと、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービング基地局が、前記要求されるアップリンクＰＬＲおよび前記要求されるダ
ウンリンクＰＬＲに少なくとも部分的に基づいて、前記ＶｏＩＰセッションについてのハ
ンドオーバしきい値を確立するように構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性（ＳＲＶＣＣ）しきい値を備える
、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記最大エンドツーエンドＰＬＲが、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおいて使
用される、それぞれのパケットロスコンシールメント（ＰＬＣ）およびジッタバッファ管
理（ＪＢＭ）インプリメンテーションにさらに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記決定された分配が、アップリンクＰＬＲ対ダウンリンクＰＬＲ比を表す合意済み比
（Ｒ）を備え、
　前記合意済み比（Ｒ）に従って、前記サービング基地局に対して要求するための前記ア
ップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリンクＰＬＲを、
　　前記要求されるアップリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第２のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛けるＲ／（Ｒ＋１）に等しく、　
　前記要求されるダウンリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容
することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛ける１／（Ｒ＋１）に等しい、　よ
うに計算することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　装置であって、
　ピアユーザ装置（ＵＥ）と、前記ピアＵＥとのボイスオーバインターネットプロトコル
（ＶｏＩＰ）セッションで使用するためのコーデック構成を交渉することと、前記交渉さ
れたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について前記装置お
よび前記ピアＵＥが許容することができる最大エンドツーエンドパケットロスレート（Ｐ
ＬＲ）を決定することと、前記装置および前記ピアＵＥにおけるそれぞれのアップリンク
およびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬＲの分配を決定することと、を
行うように構成される、少なくとも１つのプロセッサと、
　サービング基地局に、前記決定された分配に従って、前記装置から前記ピアＵＥへの方
向に送信される媒体についてのアップリンクＰＬＲおよび前記ピアＵＥから前記装置への
方向に送信される媒体についてのダウンリンクＰＬＲを要求するためのメッセージを送信
するように構成されるトランシーバと、
　を備える、装置。
【請求項８】
　第１のユーザ装置（ＵＥ）と第２のＵＥとの間のボイスオーバインターネットプロトコ
ル（ＶｏＩＰ）セッションのためのネットワークカバレッジを増加させるための方法であ
って、
　前記第１のＵＥにサービス提供しているネットワーク要素によって、前記第１のＵＥと
前記第２のＵＥとの間のコーデック構成交渉をモニタすることと、ここにおいて、前記コ
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ーデック構成交渉は、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受
信される媒体について前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容することができる最大
エンドツーエンドパケットロスレート（ＰＬＲ）の交換を含む、
　前記ネットワーク要素によって、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおけるそれぞ
れのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬＲの合意済み
分配を決定することと、
　前記ネットワーク要素によって、前記第１のＵＥにサービス提供している基地局に、前
記合意済み分配に従って、前記第１のＵＥから前記第２のＵＥへの方向に送信される媒体
についてのアップリンクＰＬＲおよび前記第２のＵＥから前記第１のＵＥへの方向に送信
される媒体についてのダウンリンクＰＬＲをサポートすることを前記基地局に要求するた
めのメッセージを送信することと、
　を備える、方法。
【請求項９】
　前記第１のＵＥにサービス提供している前記基地局が、前記要求されるアップリンクＰ
ＬＲおよび前記要求されるダウンリンクＰＬＲに少なくとも部分的に基づいて、前記Ｖｏ
ＩＰセッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、請求項８
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性（ＳＲＶＣＣ）しきい値を備える
、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記最大エンドツーエンドＰＬＲが、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおいて使
用される、それぞれのパケットロスコンシールメント（ＰＬＣ）およびジッタバッファ管
理（ＪＢＭ）インプリメンテーションにさらに基づく、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記合意済み分配が、アップリンクＰＬＲ対ダウンリンクＰＬＲ比を表す合意済み比（
Ｒ）を備え、
　前記合意済み比（Ｒ）に従って、前記サービング基地局に対して要求するための前記ア
ップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリンクＰＬＲを、
　　前記要求されるアップリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第２のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛けるＲ／（Ｒ＋１）に等しく、　
　前記要求されるダウンリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容
することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛ける１／（Ｒ＋１）に等しい、　よ
うに計算することをさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが、セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）を介し
て、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰ
ＬＲの前記合意済み分配を、
　　前記要求されるアップリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第２のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、前記第２のＵＥが、それに関連
したサービング基地局に対して要求するダウンリンクＰＬＲとの間の差より低いか、また
はそれに等しく、
　　前記要求されるダウンリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第１のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、前記第２のＵＥが、それに関連
した前記サービング基地局に対して要求するアップリンクＰＬＲとの間の差より低いか、
またはそれに等しい、
　ように交渉するように構成される、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　装置であって、
　前記装置によってサービス提供される第１のユーザ装置（ＵＥ）と第２のＵＥとの間の
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コーデック構成交渉をモニタするように構成される少なくとも１つのプロセッサと、ここ
において、前記コーデック構成交渉は、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分
的に基づいて、受信される媒体について前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容する
ことができる最大エンドツーエンドパケットロスレート（ＰＬＲ）の交換を含み、前記少
なくとも１つのプロセッサはさらに、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおけるそれ
ぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬＲの合意済
み分配を決定するように構成される、
　前記第１のＵＥにサービス提供している基地局に、前記合意済み分配に従って、前記第
１のＵＥから前記第２のＵＥへの方向に送信される媒体についてのアップリンクＰＬＲお
よび前記第２のＵＥから前記第１のＵＥへの方向に送信される媒体についてのダウンリン
クＰＬＲをサポートすることを前記基地局に要求するためのメッセージを送信するように
構成されるトランシーバと、
　を備える、装置。
【請求項１５】
　命令が少なくとも１つのプロセッサによって実行されたときに、請求項１乃至６または
請求項８乃至１３のいずれかに記載の方法を実施するための前記命令を備える、コンピュ
ータプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　[0087]　前述の開示は、例示的な態様および実施形態を示すが、当業者は、様々な変更
および修正が、添付の特許請求の範囲によって定義されるような本開示の範囲から逸脱す
ることなくここで成され得ることを認識することになるだろう。さらに、ここに説明され
る様々な例示的な態様および実施形態に従って、当業者は、上述した任意の方法における
および／またはここに添付した任意の方法の請求項に記載した機能、ステップ、および／
またはアクションは、如何なる特定の順序でも実施される必要はないことを認識すること
になるだろう。さらに、任意の要素が単数形で上述されたかまたは添付の特許請求の範囲
に記載される範囲で、当業者は、単数形（１つまたは複数）への限定が明示的に述べられ
ていない限り、単数形（１つまたは複数）は複数形も考慮することを認識することになる
だろう。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　第１のユーザ装置（ＵＥ）と第２のＵＥとの間のボイスオーバインターネットプロトコ
ル（ＶｏＩＰ）セッションのためのネットワークカバレッジを増加させるための方法であ
って、
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間で、前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の
前記ＶｏＩＰセッションで使用するためのコーデック構成を交渉することと、
　前記第１のＵＥにおいて、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づい
て、受信される媒体について前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容することができ
る最大エンドツーエンドパケットロスレート（ＰＬＲ）を決定することと、
　前記第１のＵＥにおいて、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおけるそれぞれのア
ップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬＲの分配を決定する
ことと、
　前記第１のＵＥによって、サービング基地局に、前記決定された分配に従って、前記第
１のＵＥから前記第２のＵＥへの方向に送信される媒体についてのアップリンクＰＬＲお
よび前記第２のＵＥから前記第１のＵＥへの方向に送信される媒体についてのダウンリン
クＰＬＲを要求するためのメッセージを送信することと、
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　を備える、方法。
［Ｃ２］
　受信される媒体について前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容することができる
前記最大エンドツーエンドＰＬＲを決定することが、
　前記第１のＵＥによって、前記第２のＵＥに、前記交渉されたコーデック構成を考慮し
て受信される媒体について前記第１のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエ
ンドＰＬＲを送信することと、
　前記第１のＵＥにおいて、前記第２のＵＥから、前記交渉されたコーデック構成を考慮
して受信される媒体について前記第２のＵＥが許容することができる前記最大エンドツー
エンドＰＬＲを受信することと、
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記サービング基地局が、前記要求されるアップリンクＰＬＲおよび前記要求されるダ
ウンリンクＰＬＲに少なくとも部分的に基づいて、前記ＶｏＩＰセッションについてのハ
ンドオーバしきい値を確立するように構成される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性（ＳＲＶＣＣ）しきい値を備える
、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記最大エンドツーエンドＰＬＲが、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおいて使
用される、それぞれのパケットロスコンシールメント（ＰＬＣ）およびジッタバッファ管
理（ＪＢＭ）インプリメンテーションにさらに基づく、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記決定された分配が、アップリンクＰＬＲ対ダウンリンクＰＬＲ比を表す合意済み比
（Ｒ）を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記合意済み比（Ｒ）に従って、前記サービング基地局に対して要求するための前記ア
ップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリンクＰＬＲを、
　　前記要求されるアップリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第２のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛けるＲ／（Ｒ＋１）に等しく、　
　前記要求されるダウンリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容
することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛ける１／（Ｒ＋１）に等しい、　よ
うに計算することをさらに備える、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥは、セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）を介し
て、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰ
ＬＲの前記分配を、
　　前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクＰＬＲが、受信される媒
体について前記第２のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、
前記第２のＵＥが、それに関連したサービング基地局に対して要求するダウンリンクＰＬ
Ｒとの間の差より低いか、またはそれに等しく、
　　前記サービング基地局に対して要求される前記ダウンリンクＰＬＲが、受信される媒
体について前記第１のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、
前記第２のＵＥが、それに関連した前記サービング基地局に対して要求するアップリンク
ＰＬＲとの間の差より低いか、またはそれに等しい、
　ように決定するように構成される、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬ
Ｒの前記分配を決定することが、
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　前記第１のＵＥによって、前記第２のＵＥに、受信される媒体について前記第１のＵＥ
が許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ、前記サービング基地局に対し
て要求されるべき提案されるアップリンクＰＬＲ、および前記サービング基地局に対して
要求されるべき提案されるダウンリンクＰＬＲを含むオファー側トライアドを示すＳＤＰ
オファーを送信することと、
　前記第１のＵＥにおいて、前記第２のＵＥから、少なくとも、受信される媒体について
前記第２のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲを示すＳＤＰア
ンサーを受信することと、ここにおいて、前記ＳＤＰアンサーが前記ＳＤＰオファーに示
された前記オファー側トライアドとの合意を示すことに応答して、前記サービング基地局
に対して要求される前記アップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリンクＰＬＲが、前記提案
されたアップリンクＰＬＲおよび前記提案されたダウンリンクＰＬＲに等しくなる、
　を備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記ＳＤＰアンサーが、前記ＳＤＰオファーに示される前記提案されたダウンリンクＰ
ＬＲと組み合わせられたとき、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容することが
できる前記最大エンドツーエンドＰＬＲを完全には利用しない前記第２のＵＥについての
提案されたアップリンクＰＬＲをさらに示す、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記ＳＤＰアンサーが、前記ＳＤＰオファーに示される前記提案されたアップリンクＰ
ＬＲと組み合わせられたとき、受信される媒体について前記第２のＵＥが許容することが
できる前記最大エンドツーエンドＰＬＲを完全には利用しない前記第２のＵＥについての
提案されたダウンリンクＰＬＲをさらに示す、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬ
Ｒの前記分配を決定することが、
　前記第１のＵＥによって、前記第２のＵＥに、受信される媒体について前記第１のＵＥ
が許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ、前記サービング基地局に対し
て要求されるべき提案されるアップリンクＰＬＲ、および前記サービング基地局に対して
要求されるべき提案されるダウンリンクＰＬＲを含むオファー側トライアドを示すＳＤＰ
オファーを送信することと、
　前記第１のＵＥにおいて、前記第２のＵＥから、前記サービング基地局に対して要求さ
れるべき前記提案されたアップリンクＰＬＲおよび前記提案されたダウンリンクＰＬＲに
ついての値を示すＳＤＰアンサーを受信することと、ここにおいて、前記ＳＤＰアンサー
に示された前記値のうちの１つまたは複数は、受信される媒体について前記第２のＵＥが
許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ内に収まるように、前記ＳＤＰオ
ファーから修正されている、
　を備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリ
ンクＰＬＲが、前記ＳＤＰアンサーに示された前記値に等しい、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクおよびダウンリンクＰＬＲ
についての最大可能値および前記最大エンドツーエンドＰＬＲが、デバイスレベルにおい
て、事前構成されるか、オープンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ－ＤＭ）を
介して動的に構成されるか、またはセルにわたってブロードキャストされるネットワーク
ＰＬＲコンディションに少なくとも部分的に基づくか、のうちの１つまたは複数である、
Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記ＶｏＩＰセッションで使用するための前
記コーデック構成を交渉することが、
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　前記第１のＵＥによって、前記第１のＵＥにおいてサポートされる最もロバストなコー
デック構成を示す情報を送信すること、ここにおいて、前記サービング基地局は、前記第
１のＵＥにおいてサポートされる前記最もロバストなコーデック構成に少なくとも部分的
に基づいて、前記ＶｏＩＰセッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように
構成される、
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記第１のＵＥによって、前記第２のＵＥから前記第１のＵＥへの前記方向に送信され
る前記媒体についての増加したパケットロスを検出することと、
　前記第１のＵＥによって、前記第２のＵＥに、前記第１のＵＥと第２のＵＥとの間で交
渉されたビットレートに応じて、前記最もロバストなコーデック構成、アプリケーション
レイヤ冗長性、または部分的な冗長性のうちの１つまたは複数を使用するための能力に順
応することを求める要求を送ることと、
　をさらに備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記第１のＵＥにおいて、前記第１のＵＥと第２のＵＥとの間で交渉されたビットレー
トに応じて、前記最もロバストなコーデック構成、アプリケーションレイヤ冗長性、また
は部分的な冗長性のうちの１つまたは複数を使用するための能力に順応することを求める
要求を受信することと、
　前記第１のＵＥによって、前記要求に示された前記順応した能力に従って、前記第１の
ＵＥから前記第２のＵＥへの前記方向に媒体を送信することと、
　をさらに備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記第１のＵＥによって、低送信電力ヘッドルームまたはアップリンク送信バッファに
おける増大のうちの１つまたは複数に基づいて、不良ネットワークカバレッジを検出する
ことと、
　前記第１のＵＥによって、前記第１のＵＥから前記第２のＵＥへの前記方向に媒体を送
信するために、前記第１のＵＥにおいてサポートされる前記最もロバストなコーデック構
成を使用することと、
　をさらに備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１９］
　装置であって、
　ピアユーザ装置（ＵＥ）と、前記ピアＵＥとのボイスオーバインターネットプロトコル
（ＶｏＩＰ）セッションで使用するためのコーデック構成を交渉することと、前記交渉さ
れたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受信される媒体について前記装置お
よび前記ピアＵＥが許容することができる最大エンドツーエンドパケットロスレート（Ｐ
ＬＲ）を決定することと、前記装置および前記ピアＵＥにおけるそれぞれのアップリンク
およびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬＲの分配を決定することと、を
行うように構成される、少なくとも１つのプロセッサと、
　サービング基地局に、前記決定された分配に従って、前記装置から前記ピアＵＥへの方
向に送信される媒体についてのアップリンクＰＬＲおよび前記ピアＵＥから前記装置への
方向に送信される媒体についてのダウンリンクＰＬＲを要求するためのメッセージを送信
するように構成されるトランシーバと、
　を備える、装置。
［Ｃ２０］
　前記トランシーバが、
　前記ピアＵＥに、前記交渉されたコーデック構成を考慮して受信される媒体について前
記装置が許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲを送信することと、
　前記ピアＵＥから、前記交渉されたコーデック構成を考慮して受信される媒体について
前記ピアＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲを受信することと
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、
　を行うようにさらに構成される、
　Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記サービング基地局が、前記要求されるアップリンクＰＬＲおよび前記要求されるダ
ウンリンクＰＬＲに少なくとも部分的に基づいて、前記ＶｏＩＰセッションについてのハ
ンドオーバしきい値を確立するように構成される、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性（ＳＲＶＣＣ）しきい値を備える
、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記最大エンドツーエンドＰＬＲが、前記装置および前記ピアＵＥにおいて使用される
、それぞれのパケットロスコンシールメント（ＰＬＣ）およびジッタバッファ管理（ＪＢ
Ｍ）インプリメンテーションにさらに基づく、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記決定された分配が、アップリンクＰＬＲ対ダウンリンクＰＬＲ比を表す合意済み比
（Ｒ）を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記合意済み比（Ｒ）に従って、前記サービング
基地局に対して要求するための前記アップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリンクＰＬＲを
、
　　前記要求されるアップリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記ピアＵＥが許容
することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛けるＲ／（Ｒ＋１）に等しく、
　　前記要求されるダウンリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記装置が許容する
ことができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛ける１／（Ｒ＋１）に等しい、
　ように計算するようにさらに構成される、Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記装置および前記ピアＵＥは、セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）を介して、前記
それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬＲの前
記分配を、
　　前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクＰＬＲが、受信される媒
体について前記ピアＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、前
記ピアＵＥが、それに関連したサービング基地局に対して要求するダウンリンクＰＬＲと
の間の差より低いか、またはそれに等しく、
　　前記サービング基地局に対して要求される前記ダウンリンクＰＬＲが、受信される媒
体について前記装置が許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、前記ピ
アＵＥが、それに関連した前記サービング基地局に対して要求するアップリンクＰＬＲと
の間の差より低いか、またはそれに等しい、
　ように決定するように構成される、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記トランシーバが、
　前記ピアＵＥに、受信される媒体について前記装置が許容することができる前記最大エ
ンドツーエンドＰＬＲ、前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるアップ
リンクＰＬＲ、および前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるダウンリ
ンクＰＬＲを含むオファー側トライアドを示すＳＤＰオファーを送信することと、
　前記ピアＵＥから、少なくとも、受信される媒体について前記ピアＵＥが許容すること
ができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲを示すＳＤＰアンサーを受信することと、ここ
において、前記ＳＤＰアンサーが前記ＳＤＰオファーに示された前記オファー側トライア
ドとの合意を示すことに応答して、前記サービング基地局に対して要求される前記アップ
リンクＰＬＲおよび前記ダウンリンクＰＬＲが、前記提案されたアップリンクＰＬＲおよ
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び前記提案されたダウンリンクＰＬＲに等しくなる、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記ＳＤＰアンサーが、前記ＳＤＰオファーに示される前記提案されたダウンリンクＰ
ＬＲと組み合わせられたとき、受信される媒体について前記装置が許容することができる
前記最大エンドツーエンドＰＬＲを完全には利用しない前記ピアＵＥについての提案され
たアップリンクＰＬＲをさらに示す、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記ＳＤＰアンサーが、前記ＳＤＰオファーに示される前記提案されたアップリンクＰ
ＬＲと組み合わせられたとき、受信される媒体について前記ピアＵＥが許容することがで
きる前記最大エンドツーエンドＰＬＲを完全には利用しない前記ピアＵＥについての提案
されたダウンリンクＰＬＲをさらに示す、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記トランシーバが、
　前記ピアＵＥに、受信される媒体について前記装置が許容することができる前記最大エ
ンドツーエンドＰＬＲ、前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるアップ
リンクＰＬＲ、および前記サービング基地局に対して要求されるべき提案されるダウンリ
ンクＰＬＲを含むオファー側トライアドを示すＳＤＰオファーを送信することと、
　前記ピアＵＥから、前記サービング基地局に対して要求されるべき前記提案されたアッ
プリンクＰＬＲおよび前記提案されたダウンリンクＰＬＲについての値を示すＳＤＰアン
サーを受信することと、ここにおいて、前記ＳＤＰアンサーに示された前記値のうちの１
つまたは複数は、受信される媒体について前記ピアＵＥが許容することができる前記最大
エンドツーエンドＰＬＲ内に収まるように、前記ＳＤＰオファーから修正されている、　
を行うようにさらに構成される、Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ３１］
　前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリ
ンクＰＬＲが、前記ＳＤＰアンサーに示された前記値に等しい、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３２］
　前記サービング基地局に対して要求される前記アップリンクおよびダウンリンクＰＬＲ
についての最大可能値および前記最大エンドツーエンドＰＬＲが、デバイスレベルにおい
て、事前構成されるか、オープンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ－ＤＭ）を
介して動的に構成されるか、またはセルにわたってブロードキャストされるネットワーク
ＰＬＲコンディションに少なくとも部分的に基づくか、のうちの１つまたは複数である、
Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ３３］
　前記トランシーバが、
　前記サービング基地局または前記ピアＵＥのうちの１つまたは複数に、前記装置におい
てサポートされる最もロバストなコーデック構成を示す情報を送信すること、ここにおい
て、前記サービング基地局が、前記装置においてサポートされる前記最もロバストなコー
デック構成に少なくとも部分的に基づいて、前記ＶｏＩＰセッションについてのハンドオ
ーバしきい値を確立するように構成される、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ３４］
　前記トランシーバが、
　前記ピアＵＥに、前記ピアＵＥから前記装置への前記方向に送信される前記媒体につい
てのパケットロスの増加に応答して、前記第１のＵＥとピアＵＥとの間で交渉されたビッ
トレートに応じて、前記最もロバストなコーデック構成、アプリケーションレイヤ冗長性
、または部分的な冗長性のうちの１つまたは複数を使用するための能力に順応することを
求める要求を送ること、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ３３に記載の装置。
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［Ｃ３５］
　前記トランシーバが、
　前記第１のＵＥとピアＵＥとの間で交渉されたビットレートに応じて、前記最もロバス
トなコーデック構成、アプリケーションレイヤ冗長性、または部分的な冗長性のうちの１
つまたは複数を使用するための能力に順応することを求める要求を受信することと、
　前記要求に示された前記順応した能力に従って、前記装置から前記ピアＵＥへの前記方
向に媒体を送信することと、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ３３に記載の装置。
［Ｃ３６］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　低送信電力ヘッドルームまたはアップリンク送信バッファにおける増大のうちの１つま
たは複数に基づいて不良ネットワークカバレッジを検出することと、
　前記装置から前記ピアＵＥへの前記方向に媒体を送信するために、前記装置においてサ
ポートされる前記最もロバストなコーデック構成を使用することと、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ３３に記載の装置。
［Ｃ３７］
　第１のユーザ装置（ＵＥ）と第２のＵＥとの間のボイスオーバインターネットプロトコ
ル（ＶｏＩＰ）セッションのためのネットワークカバレッジを増加させるための方法であ
って、
　前記第１のＵＥにサービス提供しているネットワーク要素によって、前記第１のＵＥと
前記第２のＵＥとの間のコーデック構成交渉をモニタすることと、ここにおいて、前記コ
ーデック構成交渉は、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分的に基づいて、受
信される媒体について前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容することができる最大
エンドツーエンドパケットロスレート（ＰＬＲ）の交換を含む、
　前記ネットワーク要素によって、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおけるそれぞ
れのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬＲの合意済み
分配を決定することと、
　前記ネットワーク要素によって、前記第１のＵＥにサービス提供している基地局に、前
記合意済み分配に従って、前記第１のＵＥから前記第２のＵＥへの方向に送信される媒体
についてのアップリンクＰＬＲおよび前記第２のＵＥから前記第１のＵＥへの方向に送信
される媒体についてのダウンリンクＰＬＲを要求するためのメッセージを送信することと
、
　を備える、方法。
［Ｃ３８］
　前記第１のＵＥにサービス提供している前記基地局が、前記要求されるアップリンクＰ
ＬＲおよび前記要求されるダウンリンクＰＬＲに少なくとも部分的に基づいて、前記Ｖｏ
ＩＰセッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、Ｃ３７に
記載の方法。
［Ｃ３９］
　前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性（ＳＲＶＣＣ）しきい値を備える
、Ｃ３８に記載の方法。
［Ｃ４０］
　前記最大エンドツーエンドＰＬＲが、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおいて使
用される、それぞれのパケットロスコンシールメント（ＰＬＣ）およびジッタバッファ管
理（ＪＢＭ）インプリメンテーションにさらに基づく、Ｃ３７に記載の方法。
［Ｃ４１］
　前記合意済み分配が、アップリンクＰＬＲ対ダウンリンクＰＬＲ比を表す合意済み比（
Ｒ）を備える、Ｃ３７に記載の方法。
［Ｃ４２］
　前記合意済み比（Ｒ）に従って、前記サービング基地局に対して要求するための前記ア
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ップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリンクＰＬＲを、
　　前記要求されるアップリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第２のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛けるＲ／（Ｒ＋１）に等しく、　
　前記要求されるダウンリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容
することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛ける１／（Ｒ＋１）に等しい、　よ
うに計算することをさらに備える、Ｃ４１に記載の方法。
［Ｃ４３］
　前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが、セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）を介し
て、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰ
ＬＲの前記合意済み分配を、
　　前記要求されるアップリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第２のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、前記第２のＵＥが、それに関連
したサービング基地局に対して要求するダウンリンクＰＬＲとの間の差より低いか、また
はそれに等しく、
　　前記要求されるダウンリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第１のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、前記第２のＵＥが、それに関連
した前記サービング基地局に対して要求するアップリンクＰＬＲとの間の差より低いか、
またはそれに等しい、
　ように交渉するように構成される、Ｃ３７に記載の方法。
［Ｃ４４］
　少なくとも、受信される媒体について前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容する
ことができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ、および少なくとも１つのアップリンクお
よび少なくとも１つのダウンリンクについての合意済みの値を指定するＳＤＰアンサーか
ら、前記第１のＵＥにサービス提供している前記基地局に対して要求するための、前記ア
ップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリンクＰＬＲを抽出することをさらに備える、Ｃ４３
に記載の方法。
［Ｃ４５］
　セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）を介して、前記第２のＵＥにサービス提供してい
るネットワーク要素と、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大
エンドツーエンドＰＬＲの前記合意済み分配を交渉することをさらに備える、Ｃ３７に記
載の方法。
［Ｃ４６］
　前記最大エンドツーエンドＰＬＲの前記合意済み分配を交渉することが、
　前記ネットワーク要素において、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容するこ
とができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲを示す前記第１のＵＥによって送信されたＳ
ＤＰオファーを受信することと、
　前記ネットワーク要素において、オペレータポリシーに基づいて、前記第１のＵＥにサ
ービス提供している前記基地局から前記第１のＵＥへの前記ダウンリンクに割り振るため
の、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容することができる前記最大エンドツー
エンドＰＬＲの比率を決定することと、
　前記ネットワーク要素において、前記オペレータポリシーに基づいて、前記第１のＵＥ
から前記第１のＵＥにサービス提供している前記基地局への前記アップリンクについての
好ましいＰＬＲを決定することと、
　前記ネットワーク要素によって、前記第１のＵＥへの前記ダウンリンクに割り振るため
の前記決定された比率および前記第１のＵＥからの前記アップリンクについての前記好ま
しいＰＬＲを示すように前記ＳＤＰオファーを修正することと、
　前記ネットワーク要素によって、前記第２のＵＥにサービス提供しているネットワーク
要素に、前記修正されたＳＤＰオファーを送信することと、
　を備える、Ｃ４５に記載の方法。
［Ｃ４７］
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　前記最大エンドツーエンドＰＬＲの前記合意済み分配を交渉することが、
　前記ネットワーク要素において、前記第２のＵＥにサービス提供している前記ネットワ
ーク要素からＳＤＰアンサーを受信することと、ここにおいて、前記ＳＤＰアンサーは、
前記第２のＵＥについての提案されたアップリンクＰＬＲを含む、
　前記ネットワーク要素によって、前記第２のＵＥについての前記提案されたアップリン
クＰＬＲが、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容することができる前記最大エ
ンドツーエンドＰＬＲと、前記第１のＵＥへの前記ダウンリンクに割り振られた前記最大
エンドツーエンドＰＬＲの前記比率との間の差より低いか、またはそれに等しいことを決
定することに応答して、前記ＳＤＰアンサーを受け入れることと、
　をさらに備える、Ｃ４６に記載の方法。
［Ｃ４８］
　前記最大エンドツーエンドＰＬＲの前記合意済み分配を交渉することが、
　前記ネットワーク要素において、前記第２のＵＥにサービス提供している前記ネットワ
ーク要素からＳＤＰアンサーを受信することと、ここにおいて、前記ＳＤＰアンサーは、
前記第２のＵＥについての提案されたアップリンクＰＬＲを含む、
　前記ネットワーク要素によって、前記第２のＵＥについての前記提案されたアップリン
クＰＬＲが、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容することができる前記最大エ
ンドツーエンドＰＬＲと、前記第１のＵＥへの前記ダウンリンクに割り振られた前記最大
エンドツーエンドＰＬＲの前記比率との間の差を超えると決定することに応答して、前記
ＳＤＰアンサーを拒否することと、
　をさらに備える、Ｃ４６に記載の方法。
［Ｃ４９］
　前記最大エンドツーエンドＰＬＲの前記合意済み分配が、受信される媒体について前記
第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬ
Ｒのうちの１つまたは複数を完全には利用しない、Ｃ４５に記載の方法。
［Ｃ５０］
　装置であって、
　前記装置によってサービス提供される第１のユーザ装置（ＵＥ）と第２のＵＥとの間の
コーデック構成交渉をモニタするように構成される少なくとも１つのプロセッサと、ここ
において、前記コーデック構成交渉は、前記交渉されたコーデック構成に少なくとも部分
的に基づいて、受信される媒体について前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容する
ことができる最大エンドツーエンドパケットロスレート（ＰＬＲ）の交換を含み、前記少
なくとも１つのプロセッサはさらに、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおけるそれ
ぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬＲの合意済
み分配を決定するように構成される、
　前記第１のＵＥにサービス提供している基地局に、前記合意済み分配に従って、前記第
１のＵＥから前記第２のＵＥへの方向に送信される媒体についてのアップリンクＰＬＲお
よび前記第２のＵＥから前記第１のＵＥへの方向に送信される媒体についてのダウンリン
クＰＬＲを要求するためのメッセージを送信するように構成されるトランシーバと、
　を備える、装置。
［Ｃ５１］
　前記第１のＵＥにサービス提供している前記基地局が、前記要求されるアップリンクＰ
ＬＲおよび前記要求されるダウンリンクＰＬＲに少なくとも部分的に基づいて、前記第１
のＵＥと前記第２のＵＥとの間のボイスオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）セ
ッションについてのハンドオーバしきい値を確立するように構成される、Ｃ５０に記載の
装置。
［Ｃ５２］
　前記ハンドオーバしきい値が、単一無線音声呼連続性（ＳＲＶＣＣ）しきい値を備える
、Ｃ５１に記載の装置。
［Ｃ５３］
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　最大エンドツーエンドＰＬＲが、前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥにおいて使用さ
れる、それぞれのパケットロスコンシールメント（ＰＬＣ）およびジッタバッファ管理（
ＪＢＭ）インプリメンテーションにさらに基づく、Ｃ５０に記載の装置。
［Ｃ５４］
　前記合意済み分配が、アップリンクＰＬＲ対ダウンリンクＰＬＲ比を表す合意済み比（
Ｒ）を備える、Ｃ５０に記載の装置。
［Ｃ５５］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記合意済み比（Ｒ）に従って、前記サービング
基地局に対して要求するための前記アップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリンクＰＬＲを
、
　　前記要求されるアップリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第２のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛けるＲ／（Ｒ＋１）に等しく、　
　前記要求されるダウンリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容
することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ掛ける１／（Ｒ＋１）に等しい、　よ
うに計算するようにさらに構成される、Ｃ５４に記載の装置。
［Ｃ５６］
　前記第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが、セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）を介し
て、前記それぞれのアップリンクおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰ
ＬＲの前記合意済み分配を、
　　前記要求されるアップリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第２のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、前記第２のＵＥが、それに関連
したサービング基地局に対して要求するダウンリンクＰＬＲとの間の差より低いか、また
はそれに等しく、
　　前記要求されるダウンリンクＰＬＲが、受信される媒体について前記第１のＵＥが許
容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、前記第２のＵＥが、それに関連
した前記サービング基地局に対して要求するアップリンクＰＬＲとの間の差より低いか、
またはそれに等しい、
　ように交渉するように構成される、Ｃ５０に記載の装置。
［Ｃ５７］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、少なくとも、受信される媒体について前記第１の
ＵＥおよび前記第２のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲ、お
よび少なくとも１つのアップリンクおよび少なくとも１つのダウンリンクについての合意
済みの値を指定するＳＤＰアンサーから、前記第１のＵＥにサービス提供している前記基
地局に対して要求するための、前記アップリンクＰＬＲおよび前記ダウンリンクＰＬＲを
抽出するようにさらに構成される、Ｃ５６に記載の装置。
［Ｃ５８］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）を介して、
前記第２のＵＥにサービス提供しているネットワーク要素と、前記それぞれのアップリン
クおよびダウンリンクの間の前記最大エンドツーエンドＰＬＲの前記合意済み分配を交渉
するようにさらに構成される、Ｃ５０に記載の装置。
［Ｃ５９］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記トランシーバを介して、受信される媒体について前記第１のＵＥが許容することが
できる前記最大エンドツーエンドＰＬＲを示す前記第１のＵＥによって送信されたＳＤＰ
オファーを受信することと、
　オペレータポリシーに基づいて、前記第１のＵＥにサービス提供している前記基地局か
ら前記第１のＵＥへの前記ダウンリンクに割り振るための、受信される媒体について前記
第１のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲの比率を決定するこ
とと、
　前記オペレータポリシーに基づいて、前記第１のＵＥから前記第１のＵＥにサービス提
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供している前記基地局への前記アップリンクについての好ましいＰＬＲを決定することと
、
　前記第１のＵＥへの前記ダウンリンクに割り振るための前記決定された比率および前記
第１のＵＥからの前記アップリンクについての前記好ましいＰＬＲを示すように前記ＳＤ
Ｐオファーを修正することと、
　前記トランシーバを介して、前記第２のＵＥにサービス提供しているネットワーク要素
に、前記修正されたＳＤＰオファーを送信することと、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ５８に記載の装置。
［Ｃ６０］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記トランシーバを介して、前記第２のＵＥにサービス提供している前記ネットワーク
要素からＳＤＰアンサーを受信することと、ここにおいて、前記ＳＤＰアンサーが、前記
第２のＵＥについての提案されたアップリンクＰＬＲを含む、
　前記第２のＵＥについての前記提案されたアップリンクＰＬＲが、受信される媒体につ
いて前記第１のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、前記第
１のＵＥへの前記ダウンリンクに割り振られた前記最大エンドツーエンドＰＬＲの前記比
率との間の差より低いか、またはそれに等しいことに応答して、前記ＳＤＰアンサーを受
け入れることと、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ５９に記載の装置。
［Ｃ６１］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記トランシーバを介して、前記第２のＵＥにサービス提供している前記ネットワーク
要素からＳＤＰアンサーを受信することと、ここにおいて、前記ＳＤＰアンサーが、前記
第２のＵＥについての提案されたアップリンクＰＬＲを含む、
　前記第２のＵＥについての前記提案されたアップリンクＰＬＲが、受信される媒体につ
いて前記第１のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬＲと、前記第
１のＵＥへの前記ダウンリンクに割り振られた前記最大エンドツーエンドＰＬＲの前記比
率との間の差を超えることに応答して、前記ＳＤＰアンサーを拒否することと、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ５９に記載の装置。
［Ｃ６２］
　前記最大エンドツーエンドＰＬＲの前記合意済み分配が、受信される媒体について前記
第１のＵＥおよび前記第２のＵＥが許容することができる前記最大エンドツーエンドＰＬ
Ｒのうちの１つまたは複数を完全には利用しない、Ｃ５８に記載の装置。
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